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主な掲載内容

平成29年11月23日発行No.227

●第２回臨時会を開催	 １面

●中央防波堤埋立地の帰属問題についての議長コメント　　　	１面

●第２回臨時会で決まった議案など	 ２面

●「東京都自治紛争処理委員による調停案の取扱いについて」
　に対する会派の討論	 2面

●	「中央防波堤内側埋立地及び中央防波堤外側埋立地に係る
大田区と江東区との境界確定に関する訴えの提起について」
に対する討論	 2面

●「今回の議決を考えてみましょう」	 2面

　我々大田区議会は、今般示されました東京都自治紛争処理委員による調停案に対
し、会派を超えた議論を重ね、本日、その総意として調停案を受諾しないこと、及
び、境界確定の訴えを提起することをそれぞれ議決いたしました。
　今回の調停案では、埋立てを重ねてきた結果である所の、現在の水際線による等
距離線のみを基準に、境界が引かれた訳であります。
　我々大田区議会といたしましては、このたびの調停案が、真に合理的であるか否
かに関し、司法の判断を仰ぐべきであると考えました。
　中央防波堤埋立地となっている場所は、かつて大田区民が海面を占有して海苔養
殖を営み、生産と生活の場としていた所であります。しかし、東京都による港湾整
備政策のため、大田区民は300年にわたり続いてきた海苔養殖の歴史に幕を閉じる
ことを余儀なくされ、関連する区内産業に大きく影響を与えた事実があります。
　大田区の長年にわたる重要課題であります、中央防波堤埋立地の帰属問題が、合
理的な判断の下に解決に向かうよう、大田区議会として、引き続き適切に対処して
まいります。

平成29年10月29日
大田区議会議長

中央防波堤埋立地の帰属問題についての議長コメント

【中央防波堤埋立地と大田区臨海部】（平成29年2月）

【境界確定の訴えを提起することを全会一致で可決】
　解決が図られていない中央防波堤埋立地の帰属について、
大田区は平成29年７月18日に、東京都知事に対し調停申請
を行った。その後、10月16日に調停案が示されたが、合理
的な調停案ではなかったため、大田区議会は、今臨時会に
おいて、東京都自治紛争処理委員による調停案を受諾しな
いこと、及び、境界確定の訴えを提起することを、全会一
致で可決した。

中央防波堤埋立地の帰属問題
東京都自治紛争処理委員の調停案の受諾を拒否、
境界確定の訴えの提起を全会一致で可決

　大田区議会は、平成29年第２回臨時会を10月29日に開
催しました。今回の臨時会の主な内容は、次のとおりです。

●�区長提出議案として、「東京都自治紛争処理委員によ
る調停案の取扱いについて」や、「中央防波堤内側埋立
地及び中央防波堤外側埋立地に係る大田区と江東区と
の境界確定に関する訴えの提起について」など３件が
付議・提出され、審議の結果、全ての議案を全会一致
で可決しました（詳細は、２面に掲載）。

第 2 回 臨 時 会 号

お たお

羽田空港

新海面処分場

臨海トンネル

中央防波堤外側埋立地 中央防波堤内側埋立地

東京港

城南島

京浜島
昭和島大田区

　第２回臨時会を日曜日に開催しましたところ、悪天候にも
かかわらず、多くの区民の方にお越しいただき、議場の傍聴
席は満席となりました。傍聴席に入れなかった方には、大型
スクリーンを設置した別室にて臨時会をご覧いただきました。
　今後も、多くの方の傍聴をお待ちしております。

大田区議会の活動にご注目ください
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臨
時
会
で

決
ま
っ
た
議
案

な
ど

第2回

「
東
京
都
自
治
紛
争
処
理
委
員
に
よ
る
調
停
案
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
第
71
号
議
案
）」
に
対
す
る
会
派
の
討
論

平成29年度一般会計補正予算（第３次）を可決
　第２回臨時会に提出された平成29年度一般会計補正予算（第３次）は、
状況の変化に速やかに対応するための予算として、７億1,271万９千円
を増額するものです。今回の一般会計補正予算で計上された主な事業は、
以下のとおりです。

一般会計補正予算（第３次）の主な事業
【土木費】
・公園等の維持管理　　　　　　　　　　　　　　　� 2億3,903万円
　多摩川流域緑地の災害復旧に係る経費

◎
は
全
会
一
致　
（
３
件
）

区
長
提
出
議
案

平
成
29
年
度
補
正
予
算

◎
一
般
会
計
（
第
3
次
）

　
７
億
１
、
２
７
１
万
９
千
円
増
額
す
る

（
詳
細
は
、
左
記
に
記
載
）。

そ
の
他

◎�

東
京
都
自
治
紛
争
処
理
委
員
に
よ
る
調

停
案
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　

�

東
京
都
自
治
紛
争
処
理
委
員
に
よ
る
調

停
案
に
つ
い
て
、
大
田
区
は
、
こ
れ
を

受
諾
し
な
い
も
の
と
す
る
。

◎�

中
央
防
波
堤
内
側
埋
立
地
及
び
中
央
防

波
堤
外
側
埋
立
地
に
係
る
大
田
区
と
江

東
区
と
の
境
界
確
定
に
関
す
る
訴
え
の

提
起
に
つ
い
て

　

�

中
央
防
波
堤
内
側
埋
立
地
及
び
中
央
防

波
堤
外
側
埋
立
地
に
係
る
大
田
区
と
江

東
区
と
の
境
界
に
つ
い
て
、
地
方
自
治

法
第
９
条
第
９
項
後
段
の
規
定
に
基
づ

き
、
境
界
の
確
定
の
訴
え
を
提
起
す
る
。

【
自
由
民
主
党
大
田
区
民
連
合
】

　
調
停
は
非
公
開
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
調

停
案
の
内
容
が
先
行
し
て
報
道
さ
れ
た
。

情
報
の
流
出
と
い
う
重
大
な
瑕
疵
で
あ
り
、

こ
の
調
停
そ
の
も
の
に
対
し
て
大
き
な
不

信
感
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
ご

み
処
理
と
の
関
わ
り
方
が
等
距
離
線
と
並

ん
で
考
慮
事
項
と
さ
れ
て
い
る
が
、
江
東

区
の
主
張
ば
か
り
に
着
目
し
、
大
田
区
の

海
苔
養
殖
の
歴
史
が
あ
ま
り
に
も
軽
視
さ

れ
て
い
る
。
次
に
、
こ
の
度
の
基
準
で
あ

る
現
行
水
際
線
に
よ
る
等
距
離
線
が
先
例

と
し
て
確
立
し
た
場
合
、
今
後
の
新
海
面

処
分
場
の
問
題
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
将
来
、
新
海
面
処
分

場
の
帰
属
を
決
定
す
る
際
、
過
去
か
ら
埋

立
地
の
編
入
を
繰
り
返
し
、
次
第
に
水
際

線
を
沖
合
に
展
開
し
て
き
た
自
治
体
の
み

が
区
域
を
拡
大
し
続
け
る
こ
と
は
、
不
合

理
で
あ
る
。
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
調
停

案
は
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
政
治

的
な
力
の
及
ば
な
い
司
法
の
場
に
委
ね
る

こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
、
第
71
号
議

案
に
賛
成
す
る
。

【
大
田
区
議
会
公
明
党
】

　
初
め
に
、
調
停
案
の
勧
告
前
に
同
じ
内

容
が
マ
ス
コ
ミ
に
報
道
さ
れ
た
こ
と
に
つ

い
て
、
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
情
報
管
理

体
制
に
強
く
抗
議
す
る
。
ま
た
、
ヒ
ア
リ

ン
グ
が
１
回
の
み
だ
っ
た
調
停
の
進
め
方

自
体
、
大
田
区
の
主
張
が
十
分
に
検
討
さ

れ
た
の
か
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
我
が
会
派

は
、
調
停
案
に
つ
い
て
専
門
的
知
見
を
参

考
に
冷
静
に
検
討
を
重
ね
て
き
た
。
調
停

案
で
は
、
等
距
離
線
の
起
点
と
な
る
水
際

線
を
、
昭
和
61
年
最
高
裁
判
決
や
平
成
８

年
大
阪
高
裁
判
決
を
是
認
し
た
平
成
10
年

最
高
裁
判
決
を
基
に
、
現
在
の
行
政
区
域

と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
根
拠
に
す
れ

ば
、
今
後
、
東
京
湾
で
同
様
の
争
い
が
行

わ
れ
た
場
合
、
全
て
が
江
東
区
の
帰
属
と

な
る
と
懸
念
さ
れ
る
。
ま
た
大
田
区
が
全

島
帰
属
の
論
拠
と
し
て
い
る
漁
業
権
に
つ

い
て
、
市
区
町
村
と
関
係
な
い
と
し
て
い

る
が
、
海
苔
養
殖
の
漁
業
は
、
こ
こ
で
言

う
一
般
的
な
漁
業
権
と
は
異
な
る
性
質
で

あ
る
。
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
大
田
区
議

会
公
明
党
は
第
71
号
議
案
に
賛
成
す
る
。

【
日
本
共
産
党
大
田
区
議
団
】

　
調
停
案
は
、
大
田
区
の
歴
史
的
経
過
を

無
視
し
、
等
距
離
線
が
現
在
の
水
際
線
で

判
断
さ
れ
、
不
合
理
で
あ
る
た
め
、
第
71

号
議
案
に
賛
成
で
あ
る
。
ま
ず
、
歴
史
経

過
で
は
、
境
界
設
定
は
先
行
境
界
が
原
則

で
あ
る
。
こ
の
海
面
は
、
江
戸
中
期
以
降
、

私
た
ち
の
漁
場
、
畑
、
生
活
の
糧
を
得
る

と
こ
ろ
で
、
真
冬
の
寒
さ
が
厳
し
い
な
か

で
も
重
労
働
で
海
苔
の
養
殖
を
行
っ
て
き

た
場
所
で
あ
り
、
一
般
漁
場
以
上
の
区
域

と
し
て
考
え
ら
れ
、
そ
の
多
く
は
大
田
区

民
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
水
際
線

に
つ
い
て
は
、
海
苔
ひ
び
柵
の
設
置
に
よ

り
、
そ
の
占
有
関
係
が
争
わ
れ
て
い
た
た

め
、
海
面
を
利
用
し
境
界
が
明
確
で
あ
っ

た
実
態
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
等
距
離
線

の
基
と
な
る
江
戸
・
明
治
時
代
の
地
図
が

原
則
で
、
現
在
（
埋
立
後
）
の
行
政
区
域

は
認
め
ら
れ
な
い
。
解
決
に
あ
た
っ
て
は
、

司
法
の
場
で
も
話
し
合
い
で
の
解
決
を
求

め
る
。
な
お
、
こ
の
地
は
大
型
再
開
発
で

は
な
く
公
園
や
ス
ポ
ー
ツ
広
場
、
文
化
・

芸
術
な
ど
の
場
と
な
る
よ
う
提
案
す
る
。

【
た
ち
あ
が
れ
・
維
新
・
無
印
の
会
】

　
た
ち
あ
が
れ
・
維
新
・
無
印
の
会
は
、

第
71
号
議
案
の
東
京
都
自
治
紛
争
処
理
委

員
に
よ
る
調
停
案
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、

調
停
案
を
受
諾
し
な
い
と
す
る
こ
と
に
賛

成
す
る
。
今
回
示
さ
れ
た
調
停
案
は
、
大

田
区
の
こ
れ
ま
で
の
主
張
や
、
大
田
区
議

会
が
全
会
一
致
で
可
決
し
た
全
島
帰
属
を

求
め
る
決
議
と
比
較
し
て
も
、
到
底
受
け

入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
大
田
区
と
江
東
区
で
調
停
の
申
請

を
行
っ
た
経
緯
に
は
、
中
央
防
波
堤
埋
立

地
に
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
大
会
の
会
場
が
設
け
ら
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
合
理
的

な
調
停
案
が
出
て
き
た
場
合
で
あ
る
。
中

央
防
波
堤
埋
立
地
帰
属
を
め
ぐ
る
問
題
は
、

両
区
の
40
年
以
上
前
か
ら
の
懸
案
事
項
で

あ
り
、
帰
属
が
確
定
し
な
く
て
も
大
会
の

開
催
は
可
能
で
あ
る
。
解
決
を
急
ぐ
あ
ま

り
、
大
田
区
の
た
め
に
な
ら
な
い
結
論
を

受
け
入
れ
、
禍
根
を
残
す
よ
う
な
こ
と
が

あ
っ
て
は
本
末
転
倒
と
な
る
た
め
、
調
停

案
を
受
諾
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

【
大
田
区
議
会
民
進
党
】

　
大
田
区
議
会
民
進
党
は
、
東
京
都
自
治

紛
争
処
理
委
員
が
受
諾
を
勧
告
し
た
調
停

案
に
つ
い
て
、
大
田
区
が
こ
れ
を
受
諾
し

な
い
も
の
と
す
る
た
め
に
提
出
さ
れ
た
第

71
号
議
案
に
賛
成
す
る
。
調
停
案
で
は
、

境
界
確
定
の
基
準
と
な
る
「
昭
和
61
年
最

高
裁
判
決
」
、
な
か
で
も
最
も
重
要
視
さ

れ
る
べ
き
「
当
該
係
争
地
域
に
お
け
る
歴

史
的
沿
革
」
に
つ
い
て
の
検
証
が
十
分
で

な
い
と
思
わ
れ
た
。
ま
ず
そ
の
こ
と
が
、

第
71
号
議
案
に
賛
成
し
た
理
由
で
あ
る
。

ま
た
、
調
停
案
は
、
等
距
離
線
の
起
点
を

現
在
の
行
政
区
域
と
し
て
確
定
さ
れ
て
い

る
水
際
線
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
過
去
に
埋
立
地
を
編
入
し
た
行
政
行
為

を
既
成
事
実
と
す
る
境
界
設
定
は
、
我
が

国
の
先
行
境
界
主
義
の
原
則
に
反
し
て
い

る
と
も
考
え
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏

ま
え
、
大
田
区
議
会
民
進
党
は
、
公
平
公

正
か
つ
客
観
的
な
問
題
解
決
に
つ
い
て
、

司
法
の
場
に
委
ね
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る

と
考
え
、
大
田
区
は
速
や
か
に
出
訴
す
べ

き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

【
フ
ェ
ア
な
民
主
主
義
】

　
東
京
都
の
調
停
案
は
、
帰
属
を
主
張
す

る
自
治
体
数
や
帰
属
を
決
め
る
時
期
で
区

の
境
界
が
変
わ
る
た
め
、
あ
た
か
も
領
地

の
分
捕
り
合
戦
の
よ
う
で
あ
る
。
大
田
区

民
に
と
っ
て
中
央
防
波
堤
埋
立
地
は
、
開

発
で
も
投
資
の
対
象
で
も
な
い
、
海
苔
の

漁
場
な
ど
歴
史
と
生
活
そ
の
も
の
で
、
最

高
裁
判
決
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
。
大
田

区
長
の
、
歴
史
的
背
景
や
住
民
生
活
を
尊

重
、
主
張
す
る
地
方
自
治
の
姿
勢
が
帰
属

問
題
だ
け
で
な
く
、
区
政
全
般
に
矛
盾
な

く
貫
か
れ
る
こ
と
を
要
望
し
賛
成
す
る
。

【
大
田
無
所
属
の
会
】

　
大
田
区
と
し
て
主
張
し
て
い
た
だ
き
た

い
の
は
、
こ
れ
ま
で
一
貫
し
て
主
張
し
て

き
た
歴
史
的
な
経
緯
と
沿
革
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
そ
の
土
地
で
暮
ら
し
、
生
活
し
て

き
た
人
々
の
思
い
を
残
す
、
ま
さ
に
日
本

の
心
と
で
も
言
う
べ
き
主
張
で
あ
る
。
過

去
、
そ
し
て
現
在
も
世
界
中
で
多
く
の
争

い
が
起
こ
っ
て
い
る
。
同
じ
日
本
人
、
そ

れ
も
お
隣
さ
ん
と
の
話
で
あ
る
。
大
田
区

が
主
張
す
る
合
理
的
か
つ
、
日
本
人
の
歴

史
と
沿
革
を
重
ん
じ
る
幕
引
き
を
早
急
に

求
め
る
。

　
平
成
29
年
10
月
25
日
の
江
東
区
議
会
に

お
い
て
、
調
停
案
の
受
諾
が
議
決
さ
れ
た
。

一
方
で
、
大
田
区
議
会
に
お
い
て
は
、
第

71
号
議
案
の
可
決
に
よ
り
、
調
停
案
を
受

諾
し
な
い
旨
が
議
決
さ
れ
た
。
こ
れ
で
今

回
の
調
停
で
は
、
境
界
が
確
定
し
な
い
こ

と
と
な
っ
た
。
東
京
都
知
事
に
よ
る
裁
定

が
可
能
な
環
境
が
整
う
こ
と
と
な
る
た
め
、

速
や
か
に
司
法
の
場
に
合
理
的
な
判
断
を

委
ね
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
以
上
の

理
由
に
よ
り
、
第
73
号
議
案
に
つ
い
て
賛

成
す
る
。

「
中
央
防
波
堤
内
側
埋
立
地

及
び
中
央
防
波
堤
外
側
埋
立

地
に
係
る
大
田
区
と
江
東
区

と
の
境
界
確
定
に
関
す
る
訴

え
の
提
起
に
つ
い
て
（
第
73

号
議
案
）」
に
対
す
る
討
論

中央区

豊洲

有明

青海

埋立地の編入を繰り返
し、水際線が沖合へ

新海面処分場
城南島

羽田空港

臨海
トン
ネル

更に沖合へ

江東区

江戸川区

明治初期の水際線

（出典）国土地理院地図（大田区が加筆）
明治初期の水際線は大田区が調査

大田区城南島の水際線と江東区青海の水際線は等距離線から推測

港区

品川区

大田区

中央防波堤外側埋立地中央防波堤外側埋立地

中央防波堤内側埋立地中央防波堤内側埋立地

今回の調停案で採用された水際線
（水際線が沖合へ進出）

大田区
江東区

今回の調停案
水際線からの等距離線を基準に
分割

大田区  13.8%
江東区  86.2%

今
回
の
議
決
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う

　　�大田区臨海部は羽田空港、東京港を擁し、多くのスポーツ・レジャー拠点が集ま
る、陸・海・空が結節する重要な場所。将来的には、多くの区民が利用できる総
合的なスポーツエリアなど、中央防波堤埋立地の機能を一体的に活用したまちづ
くりが期待できます。

①境界線の導き方が不合理
　　�現在の水際線からの等距離線では、
埋立地を広く編入してきた区が有利。
この方法を採用した判例はありません。

②歴史的沿革の評価が不十分
　　�埋立て以前に、この場所で大田区民
が海苔養殖を営んでいた歴史が十分
に評価されていません。

調停案の受諾を拒否

大田区に帰属すると


